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告 示■

◎群馬県告示第６５号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の２第３項の規定により、次のとおり軽油引取税

に係る特約業者の指定を取り消した。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 特約業者の名称及び代表者の氏名 有限会社村田油店 代表取締役 村田卓

２ 主たる事務所又は事業所の所在地 桐生市本町三丁目３番１６号

３ 特約業者の指定の取消年月日 平成３０年２月２８日

◎群馬県告示第６６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡長野原町大字林字久森１６１０の１（国有林）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 ダム用地とするため

◎群馬県告示第６７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長

種 類 前後別 メートル メートル

県道 嬬恋応桑線 吾妻郡嬬恋村大字芦生田字川原５９９ 前 ９．５～１５．６ １１５．７

番の７地先から同郡同村大字同字同５

５２番の６０地先まで 後 １０．４～１５．７ １１５．７
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◎群馬県告示第６８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 嬬恋応桑線 吾妻郡嬬恋村大字芦生田字川原５９９番の７地先から同 平成３０年３月１３日
郡同村大字同字同５５２番の６０地先まで

◎群馬県告示第６９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 伊勢崎深谷線 伊勢崎市境平塚字権現４０７番地先か 前 ３．０ ３２９．０
ら同市同字下川原２４７２番地先まで ６．１～７．４

後 ３．０ ３２９．０
６．１～７．４
１２．０

◎群馬県告示第７０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の日時

種 類

県道 伊勢崎深谷線 伊勢崎市境平塚字塚越３６６番の１地先から同市同字下 平成３０年３月１７日
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川原２４７２番地先まで 午後３時

◎群馬県告示第７１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の日時

種 類

県道 高崎神流秩父 高崎市吉井町池字宮田１８番の４地先から同市同字石田 平成３０年３月１８日
線 ４５番の１地先まで

高崎市吉井町池字石田３８番の１地先から同市吉井町本 平成３０年３月１８日
郷字的場２４５番の４地先まで 午後３時

◎群馬県告示第７２号

車両制限令第３条第１項第２号イの規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４４号）の一部を次のよ

うに改正し、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

表一般国道２５４号の項に次のように加える。

高崎市吉井町本郷３番の１地先から富岡市一ノ宮３３７番の１地先まで

表一般国道２９１号の項に次のように加える。

前橋市田口町１５３番の１地先から渋川市半田１７４２番の１地先まで

表県道吉井安中線の項に次のように加える。

高崎市吉井町長根２０９０番の１地先から同市吉井町本郷５８６番の１地先まで

表県道上日野藤岡線の項の次に次のように加える。

県道松井田中宿線 安中市中宿９７１番の１地先から同市中宿一丁目９４８番の５地先まで
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◎群馬県告示第７３号

車両制限令第３条第１項第３号の規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４５号）の一部を次のよう

に改正し、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１の表一般国道２９１号の項に次のように加える。

前橋市田口町１５３番の１地先から渋川市半田１７４２番の１地先まで

１の表県道高崎渋川線の項に次のように加える。

高崎市大八木町３０００番の１１地先から同市小八木町８１２番の８地先まで

１の表県道足利伊勢崎線の項に次のように加える。

太田市只上町１０１６番の２地先から同市丸山町１０７番の２地先まで

１の表県道国定停車場線の項の次に次のように加える。

県道太田大泉線 太田市小舞木町１４２番の１地先から同市東別所町２７４番の１地先まで

１の表県道大原境三ツ木線の項の次に次のように加える。

県道太田桐生線 太田市東金井町６８５番の１地先から同市丸山町１０５番の５地先まで

１の表県道鳥山竜舞線の項に次のように加える。

太田市飯田町６１８番の１地先から同市小舞木町１４２番の１地先まで

２中「平成２９年４月１日」を「平成３０年４月１日」に改める。

◎群馬県告示第７４号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年３月９日から適用する。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

「群馬県庁生活協同組合 前橋
「群馬県庁生活協同組合 前橋市上細井町２１４２―１（前橋合同庁舎内）」を

山田俊介 前橋市上小出町一

市上細井町２１４２―１（前橋合同庁舎内）
に改める。

丁目２２―４ ポム・ドゥ・パン１Ａ（行政書士ふくろう事務所）」
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公 告■

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、平成３０年二級建築士試験を次のとおり実施す

る。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第１５条の６第１項の規定により、公益財団法人建築技術教育普及セン

ターに行わせる。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 試験の期日及び時間

(1) 学科の試験 平成３０年７月１日（日）

学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規） １０時～１３時（３時間）

学科Ⅲ（建築構造）及び学科Ⅳ（建築施工） １４時１０分～１７時１０分（３時間）

(2) 設計製図の試験 平成３０年９月９日（日） １１時～１６時（５時間）

２ 試験の場所

(1) 学科の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

(2) 設計製図の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

３ 試験の受験申込手続

(1) 郵送による受験申込み 過去に二級建築士試験を受験したことがある者で、二級建築士試験の受験票若しく

は合否の通知書を申込書に貼付できるもの又は離島等で直接申込みができない等やむを得ない事情がある者で、

勤務先の証明書若しくは住民票が添付されているものに限り行うことができる。

ア 受験申込受付期間 平成３０年４月２日（月）から同月１６日（月）まで（締切日の消印のあるものまで

有効）

イ 受験申込の方法及び宛先

(ｱ) 方法 必ず簡易書留で郵送すること。

(ｲ) 宛先 〒１０２－００９４ 東京都千代田区紀尾井町３－６紀尾井町パークビル 公益財団法人建築技

術教育普及センター本部

(2) インターネットによる受験申込み 平成１６年以降に二級建築士試験の申込みをした者のうち、試験の申込

みに必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている者に限り行うことができる。

ア 受験申込受付の期間及び時間

(ｱ) 期間 平成３０年４月９日（月）から同月１６日（月）まで

(ｲ) 時間 受付開始日の午前１０時から受付終了日の午後４時まで

イ 受験申込方法 公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.or.jp/）に

おいて、必要な事項を入力し、申し込むこと。

(3) 持参による受験申込み 過去に二級建築士試験を受験したことがない者（過去に受験した二級建築士試験の

受験票又は合否の通知書を申込書に貼付できない者を含む。）は、必ず受付場所における受験申込みを行うこ

と。また、受付場所における受験申込みについては、(1)又は(2)による受験申込みができなかった者も行うこ

とができる。

ア 受験申込受付の期間及び時間

(ｱ) 期間 平成３０年４月１９日（木）から同月２３日（月）まで

(ｲ) 時間 午前１０時から午後５時まで
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イ 受験申込書の受付場所 群馬建設会館 前橋市元総社町２－５－３

ウ 受験申込書の受付 イの受付場所に申込者本人が当該申込書を直接提出したものについて行う。

４ 学科の試験の免除の申請 学科の試験の免除の申請は、平成２８年又は平成２９年の学科の試験に合格した者

に限り行うことができる。

なお、免除の申請に当たっては、平成２８年若しくは平成２９年の二級建築士試験（他の都道府県知事が行っ

たものを含む。）の学科の試験の合格通知書又は平成２８年若しくは平成２９年の設計製図の試験の不合格の通

知書で平成３０年の学科の試験が免除できる旨記載されたものを貼付することにより行うこと。

５ 受験票の交付等 受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）については、原則として、平成３０年６月８

日（金）頃、受験有資格者に発送する。

６ 合格者の発表及び合否の通知 平成３０年１２月６日（木）（予定）。合格者に合格の旨を、不合格者に不合

格の旨及び成績を通知する。

なお、学科の試験については、同年８月２１日（火）（予定）。

７ 合否判定基準の公表 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準を公益財団法人建築技術教育普及セ

ンター支部等に掲示する。

８ その他

(1) 設計製図の試験の課題は、平成３０年６月６日（水）頃から公益財団法人建築技術教育普及センターのホー

ムページ（http://www.jaeic.or.jp/）において公表する。

(2) 受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申

し出ること。

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、平成３０年木造建築士試験を次のとおり実施す

る。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第１５条の６第１項の規定により、公益財団法人建築技術教育普及セン

ターに行わせる。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 試験の期日及び時間

(1) 学科の試験 平成３０年７月２２日（日）

学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規） １０時～１３時（３時間）

学科Ⅲ（建築構造）及び学科Ⅳ（建築施工） １４時１０分～１７時１０分（３時間）

(2) 設計製図の試験 平成３０年１０月１４日（日） １１時～１６時（５時間）

２ 試験の場所

(1) 学科の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

(2) 設計製図の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

３ 試験の受験申込手続

(1) 郵送による受験申込み 過去に木造建築士試験を受験したことがある者で、木造建築士試験の受験票若しく

は合否の通知書を申込書に貼付できるもの又は離島等で直接申込みができない等やむを得ない事情がある者で、

勤務先の証明書若しくは住民票が添付されているものに限り行うことができる。

平成３０年３月１３日（火） 群 馬 県 報 第９５８２号
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ア 受験申込受付期間 平成３０年４月２日（月）から同月１６日（月）まで（締切日の消印のあるものまで

有効）

イ 受験申込の方法及び宛先

(ｱ) 方法 必ず簡易書留で郵送すること。

(ｲ) 宛先 〒１０２－００９４ 東京都千代田区紀尾井町３－６紀尾井町パークビル 公益財団法人建築技

術教育普及センター本部

(2) インターネットによる受験申込み 平成１６年以降に木造建築士試験の申込みをした者のうち、試験の申込

みに必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている者に限り行うことができる。

ア 受験申込受付の期間及び時間

(ｱ) 期間 平成３０年４月９日（月）から同月１６日（月）まで

(ｲ) 時間 受付開始日の午前１０時から受付終了日の午後４時まで

イ 受験申込方法 公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.or.jp/）に

おいて、必要な事項を入力し、申し込むこと。

(3) 持参による受験申込み 過去に木造建築士試験を受験したことがない者（過去に受験した木造建築士試験の

受験票又は合否の通知書を申込書に貼付できない者を含む。）は、必ず受付場所における受験申込みを行うこ

と。また、受付場所における受験申込みについては、(1)又は(2)による受験申込みができなかった者も行うこ

とができる。

ア 受験申込受付の期間及び時間

(ｱ) 期間 平成３０年４月１９日（木）から同月２３日（月）まで

(ｲ) 時間 午前１０時から午後５時まで

イ 受験申込書の受付場所 群馬建設会館 前橋市元総社町２－５－３

ウ 受験申込書の受付 イの受付場所に申込者本人が当該申込書を直接提出したものについて行う。

４ 学科の試験の免除の申請 学科の試験の免除の申請は、平成２８年又は平成２９年の学科の試験に合格した者

に限り行うことができる。

なお、免除の申請に当たっては、平成２８年若しくは平成２９年の木造建築士試験（他の都道府県知事が行っ

たものを含む。）の学科の試験の合格通知書又は平成２８年若しくは平成２９年の設計製図の試験の不合格の通

知書で平成３０年の学科の試験が免除できる旨記載されたものを貼付することにより行うこと。

５ 受験票の交付等 受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）については、原則として、平成３０年６月８

日（金）頃、受験有資格者に発送する。

６ 合格者の発表及び合否の通知 平成３０年１２月６日（木）（予定）。合格者に合格の旨を、不合格者に不合

格の旨及び成績を通知する。

なお、学科の試験については、同年９月４日（火）（予定）。

７ 合否判定基準の公表 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準を公益財団法人建築技術教育普及セ

ンター支部等に掲示する。

８ その他

(1) 設計製図の試験の課題は、平成３０年６月６日（水）頃から公益財団法人建築技術教育普及センターのホー

ムページ（http://www.jaeic.or.jp/）において公表する。

(2) 受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申

し出ること。
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路を指定した。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡榛東村大字山子 延長 ７４．００ 群馬県指令前土第３０１－３
第４号に規定する 田字北谷地１５１８－９ 幅員 ４．５０ 号
道路 平成３０年２月７日

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

平成３０年３月１３日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡吉岡町大字大久 延長 ３４．９５ 群馬県指令前土第３０４－１
第５号に規定する 保字宮前１３０－４、１ 幅員 ５．００ ９号
道路 ３０－１６、１３０－１ 平成３０年２月２３日

９、１３０－２０

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。

平成３０年３月１３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，８４０
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２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３０５，２４４

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名 ３分の１の数

北群馬郡 ９，７０９

甘楽郡 ６，７５６

吾妻郡 １６，２２６

利根郡 ９，９２４

佐波郡 １０，１４４

邑楽郡 ２７，７７９

前橋市 ９３，７２３

高崎市 １０３，５３１

桐生市 ３２，５６９

伊勢崎市 ５５，７４５

太田市 ５９，１２１

沼田市 １３，８５０

館林市 ２１，０８２

渋川市 ２２，６０３

藤岡市・多野郡 １９，６３０

富岡市 １３，８８６

安中市 １６，９０３

みどり市 １４，１４０
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